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議案第６１号  

羽生市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の

利用者負担額に関する条例の一部を改正する条例  

 羽生市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額

に関する条例（平成２７年条例第４号）の一部を次のように改正する。  

 第２条第２項中「支給認定保護者」を「教育・保育給付認定保護者」

に改める。  

第３条第１項中「別表の」を「次の」に改め、同項に次の各号を加

える。  

（１） 児童が教育の提供を受ける場合 ０円  

（２） 年度の初日の前日において３歳以上の児童が保育の提供を

受ける場合 ０円  

（３） 年度の初日の前日において３歳に達していない児童が保育

の提供を受ける場合 別表に定める額  

 第３条第２項中「利用者」を「前項第３号に規定する場合において、

利用者」に改める。  

別表を次のように改める。 

別表（第３条関係） 

各月初日の在籍児童の属する

世帯の階層区分 

月ごとの利用者負担額 

（単位：円）

階層区

分 

定義 保育標準時間認

定 

保育短時間認定 

Ａ  生活保護法（昭和２５年

法律第１４４号）による

被保護世帯（単給世帯を

含む。） 

０ ０ 

Ｂ１ 当該年度分（４月から８ ０ ０ 
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月までにあっては、前年

度 分 。 以 下 同 じ 。） の 市

町村民税非課税世帯 

Ｂ２ 当該年度分の市町村民税

均等割のみ課税世帯 

８，２００ ８，１００ 

Ｃ１ 当 該

年 度

分 の

市 町

村 民

税 所

得 割

の 額

が 次

の 区

分 に

該 当

す る

世 帯 

５，０００円未満 ９，２００ ９，１００ 

Ｃ２ ５ ， ０ ０ ０ 円 以 上

４ ８ ， ６ ０ ０ 円 未

満 

１０，５００ １０，４００ 

Ｃ３ ４ ８ ， ６ ０ ０ 円 以

上 ５ ８ ， ２ ０ ０ 円

未満 

１１，４００ １１，３００ 

Ｃ４ ５ ８ ， ２ ０ ０ 円 以

上 ６ ７ ， ９ ０ ０ 円

未満 

１３，５００ １３，３００ 

Ｃ５ ６ ７ ， ９ ０ ０ 円 以

上 ７ ７ ， ６ ０ ０ 円

未満 

１６，２００ １６，０００ 

Ｃ６ ７ ７ ， ６ ０ ０ 円 以

上 ８ ７ ， ３ ０ ０ 円

未満 

１８，８００ １８，５００ 

Ｃ７ ８ ７ ， ３ ０ ０ 円 以

上 ９ ７ ， ０ ０ ０ 円

未満 

２１，３００ ２１，０００ 

Ｃ８ ９ ７ ， ０ ０ ０ 円 以

上 １ ２ １ ， ０ ０ ０

円未満 

２４，７００ ２４，３００ 
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Ｃ９ １ ２ １ ， ０ ０ ０ 円

以上１４５，０００

円未満 

２８，０００ ２７，６００ 

Ｃ１０ １ ４ ５ ， ０ ０ ０ 円

以上１６９，０００

円未満 

３２，１００ ３１，６００ 

Ｃ１１ １ ６ ９ ， ０ ０ ０ 円

以上１８７，０００

円未満 

３４，５００ ３４，０００ 

Ｃ１２ １ ８ ７ ， ０ ０ ０ 円

以上２０６，０００

円未満 

３６，７００ ３６，１００ 

Ｃ１３ ２ ０ ６ ， ０ ０ ０ 円

以上２２５，０００

円未満 

３９，４００ ３８，８００ 

Ｃ１４ ２ ２ ５ ， ０ ０ ０ 円

以上２４４，０００

円未満 

４０，４００ ３９，８００ 

Ｃ１５ ２ ４ ４ ， ０ ０ ０ 円

以上２６３，０００

円未満 

４１，５００ ４０，９００ 

Ｃ１６ ２ ６ ３ ， ０ ０ ０ 円

以上２８２，０００

円未満 

４２，９００ ４２，２００ 

Ｃ１７ ２ ８ ２ ， ０ ０ ０ 円

以上３０１，０００

円未満 

４４，９００ ４４，２００ 
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Ｃ１８ ３ ０ １ ， ０ ０ ０ 円

以上 

４６，９００ ４６，２００ 

 備考  

１  この表において「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て

支援法施行規則（平成２６年内閣府令第４４号。以下「規則」

と い う 。） 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る １ か 月 当 た り 平 均 ２ ７ ５

時 間 （ １ 日 当 た り １ １ 時 間 ま で に 限 る 。） の 保 育 必 要 量 の 認 定

を い い 、「 保 育 短 時 間 認 定 」 と は 、 同 項 の 規 定 に よ る １ か 月 当

た り 平 均 ２ ０ ０ 時 間 ま で （ １ 日 当 た り ８ 時 間 ま で に 限 る 。） の

保育必要量の認定をいう。  

２  この表において「均等割の額」とは、地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第２９２条第１項第１号に規定する均等割を

い い 、「 所 得 割 の 額 」 と は 、 同 項 第 ２ 号 に 規 定 す る 所 得 割 （ こ

の所得割を計算する場合には、同法第３１４条の７及び第３１４

条の８並びに同法附則第５条第３項、第５条の４第６項及び第

５ 条 の ４ の ２ 第 ６ 項 の 規 定 は 、 適 用 し な い も の と す る 。） の 額

をいう。  

３  地方税法第３２３条に規定する市町村民税の減免があった場

合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して

得た額を所得割の額又は均等割の額とする。  

４  この表において、同一世帯に保育所、幼稚園、認定こども園

等を同時に利用している児童が２人以上いる場合の利用者負担

額は、当該児童のうち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い

順から２人目のときは半額とし、年齢の高い順から３人目以降

のときは無料とする。  

５  前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる世帯の利用者負

担額は、当該各号に定めるところによる。  

（１）  この表において、階層区分の欄Ｂ２、Ｃ１、Ｃ２又は
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Ｃ３に該当する世帯（Ｃ３に該当する世帯の場合にあっては、

当 該 年 度 分 の 市 町 村 民 税 所 得 割 の 額 が ４ ８ ， ６ ０ ０ 円 以 上

５７，７００円未満の世帯に限る。）のうち特定被監護者等が

２人以上いる世帯（次号の規定による要件に該当する世帯を

除く。） 当該特定被監護者等のうち教育・保育給付認定子ど

もが年齢の高い順から２人目のときは半額とし、年齢の高い

順から３人目以降のときは無料とする。  

（２）  この表において、階層区分の欄Ｂ２、Ｃ１、Ｃ２、Ｃ

３、Ｃ４又はＣ５に該当する世帯（Ｃ５に該当する世帯の場合に

あっては、当該年度分の市町村民税所得割の額が６７，９００

円以上７７，１０１円未満の世帯に限る。以下同じ。）のうち

規則第２２条各号に該当する世帯  当該特定被監護者等のう

ち教育・保育給付認定子どもが年齢の高い順から１人目のと

きは半額とし、年齢の高い順から２人目以降のときは無料と

する。  

附 則  

 （施行期日）  

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２ この条例による改正後の羽生市特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の利用者負担額に関する条例の規定は、この条例の施行

の日以後の利用者負担額について適用し、同日前の利用者負担額に

ついては、なお従前の例による。  

令和元年９月３日提出 

埼玉県羽生市長 河 田  晃  明    

 


